
【第１部　委嘱状の交付式】

１　開会

２　委嘱状交付

３　市長あいさつ

４　閉会

【第２部　富士見市産業振興審議会】

１　開会

２　会長・副会長選出

３　諮問

４　審議事項

②その他

５　閉会

【第１部　委嘱状の交付式】

1 開会 進行：産業振興課長

2 委嘱状交付 市長から委嘱状を交付。

3 市長あいさつ

4 閉会

【第２部　富士見市産業振興審議会】

1 開会

2 会長・副会長選出

（１）会長・副会長の選出について

６　議事内容

会　　　　議　　　　録

３　出席者名

４　傍聴者

５　次第

１　会議名

２　開催日時

富士見市産業振興審議会条例第４条第１項の規定に基づき、互選により、会長に
猪瀬委員、副会長に新井委員が決定。

①（仮称）富士見市産業振興条例及び富士見市第２次商業活性化ビジョンについ
て

第1回富士見市産業振興審議会

平成26年2月3日（月）　午後1時15分から午後3時00分

猪瀬典夫会長、新井幸雄副会長、浅見隆広委員、石川清委員、上野武男委員、江
原吉信委員、小川誠委員、関知枝委員、田中正仲委員、寺沢靖委員、羽石隆委
員、星野光弘委員、柳田政男委員、横田昌則委員

０名



3 諮問

市長から会長に諮問書を手交。

4

（１）（仮称）富士見市産業振興条例について

質疑・意見等

・富士見市の条例においては、観光産業について言及するのか？

・審議会の委員の任期はどれくらいなのか？

・市長への答申までを任期としている。

・今後、審議会は何回開催予定なのか？

・次回の会議では、今後の審議会のスケジュールが判る資料をいただきたい。

・次回の会議までに準備させていただきます。

②その他

5

配布資料に基づき、活性化に関する課題を導き出した経緯と、現状の動きについ
て説明。

同条例第５条第１項の規定に基づき、猪瀬会長が議長となり、議事進行。

連絡事項等

①（仮称）富士見市産業振興条例及び富士見市第２次商業活性化ビジョンについ
て

配布資料に基づき、事務局から他市の産業振興条例の制定状況・特徴等を説明。

事務局

（２）会長あいさつ

（３）議長について

閉会 まちづくり推進部長

事務局

委員

事務局

委員

副会長

会長

会長

委員

（２）富士見市第２次商業活性化ビジョンについて

審議事項

審議前に、事務局から審議会の設置目的、検討方法等について説明。

事務局から今後の審議会の流れを説明。また、次回開催は２月中旬を目途に調整
し、改めて開催通知を送付すると説明。

・観光を担当する課はあるが、条例に具体的に盛り込むかどうかは検討中であ
る。

事務局

・最近では、産業観光といって工場などで生産工程を見せることで次の担い手育
成に繋げていこうという動きもある。また、産業振興課が実施したアンケートで
は、地元農産物の直売へのニーズが高いことがわかる。この審議会には農業関係
者も参加しているので、ご意見をいただけるとありがたい。

・（仮称）ららぽーと富士見を都市観光という位置づけで見れば、ビジネスに波
及するチャンスがある。

・事務局案としては、平成２５年度は２月中にあと１回、３月に１回開催予定で
ある。来年度については、条例案の議会提出前に１回行い、その後８月のビジョ
ン策定までに２回開催を予定している。


